
意見公募手続（パブリックコメント手続）等の概要

① 政令、府省令等

② 審査基準、

処分基準、

行政指導指針

（注１）地方公共団体が定める規則、行政機関の内部組織・相互の関

係等を定める一定の命令等については、意見公募手続の対象となる

命令等から除外。

行政手続法に基づく意見公募手続の流れ

対象：命令等

国

民

一

般

募集期間３０日以上

案の公示・意見募集

（案のほか、関連資料を公示）

命令等の策定

結果の公示
【命令等の公布と同時期】

（提出された意見（要約可）、意見を
考慮した結果、意見募集をしなかった
場合にはその理由等）

意見を考慮

命令等制定機関

（インター
ネット等）

意見提出

【募集期間３０日以上】
（やむを得ない理由があるときは30日未満）

命令等の案の作成

行政手続法に基づく意見公募手続の対象

（注２）命令等の性質、個々の具体的事情等から、手続を義務付ける
必要性や合理性が認められない一定の場合に義務付けを解除。
（例） 緊急･事務遂行の支障、軽微な変更等

行政手続法に基づく意見公募手続の目的

命令等を定める過程における公正の確保と透明性
の向上を図り、もって、国民の権利利益の保護に資
すること

資料２



（意見公募の例）



（結果公示の例）


